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研究成果の概要（和文）：2015年集団的自衛権を容認する安全保障法が成立した。憲法学や政治学において自衛
権をめぐって大きな議論が生じた。しかし、自衛権に関する理解が十分でなかった。国際法上の自衛権は国連憲
章第2条4項が禁止する武力行使の違法性阻却事由である。同条は国際関係における武力を禁止している。専守防
衛を国是とし、自衛隊の海外派遣を行わないことを基本原則とする以上は、自国内での防衛行動は他国に対する
武力行使とはならず違法性はない。したがって、専守防衛は国際法上自衛権を必要としない。自衛権は他国への
武力行使を前提としており、専守防衛理念と矛盾する。自衛権なき防衛政策こそ検討すべきであることを明らか
にした。

研究成果の概要（英文）：In Japan, the Defense Related Law lifting the ban on collective self-defense
 was enacted in 2015. There was a big debate over the right of self-defense among constitutional law
 and political science scholars. In international law, use of force is prohibited against another 
State in international relations in Article 2 (4) of the UN Charter and the right of self-defense is
 a circumstance to preclude illegality of use of force. Under the national policy of “defensive 
action only” not to deploy the Self-Defense Forces overseas, military action for national defense 
within the Japanese territory is not illegal because use force against other countries is not 
involved. Therefore, exclusive defense policy does not require the right of self-defense in 
international law. The right of self-defense allowing the use of force against another country 
contradicts the idea of exclusive defense policy of Japan. It is necessary to consider defense 
policies without employing the right to self-defense. 

研究分野： 国際法

キーワード： 日本国憲法第9条　集団的自衛権　個別的自衛権　専守防衛　武力行使　国連憲章
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令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
我が国は自衛権を保持し、それに基づき専守防衛のための実力部隊として自衛隊を創設したと説明されてきた。
また、集団的自衛権をめぐっても自衛権がなければ国防が不可能であるとの前提で議論されてきた。しかし本研
究において、専守防衛を厳守する限りは、国際法上の自衛権を根拠とする必然性はないことを明らかにした。従
来の憲法第9条の解釈論にはなかった新しい視点を吹き込むことに成功した。こうした発見は、憲法学に対して
貢献を行っただけにとどまるものでない。国内における武力行使という問題点は国際法でも十分議論されておら
ず、国際法分野においても意義深いものである。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 
 （１）集団的自衛権容認 
 2014 年、安倍内閣は集団的自衛権容認に踏み出し、2015 年関連する国内法規定の改正のため
に安全保障法制を成立させた。その際、憲法学や政治学などからさまざまな議論が巻きこったが、
議論の中心は、憲法第 9条における自衛権行使の限界についてであった。つまり、個別的自衛権
は行使できるが、集団的自衛権は行使できないと言い続けてきた政府の方針転換について、立憲
主義から批判が集中した。 
 

（2）国際法からの疑問 
憲法第 9条を中心とした上記の議論については、国際法からすれば、若干の違和感を抱くこと

になった。国際法上の自衛権は、そもそも違法性阻却事由であり、他国への武力行使を法的に正
当化するための法理である。武力行使は、一般的には、正規軍の海外派兵を意味する。したがっ
て、自衛権は海外派兵を合法化する法理論である。しかし、従来、政府は海外派兵を行わず専守
防衛に努めると明言していた。時々、海外基地攻撃が議論に上がることもあったが、専守防衛と
いう政策は固持されてきた。専守防衛のための防衛行動は、日本国領域内（あるいは公海上）で
可能な行為となる。海外への武力行使を行わないのであれば、そもそも自衛権（他国への武力行
使を正当化する権利）を持ち出す必要があるのかという疑問である。つまり、専守防衛と自衛権
は相容れない側面を有しているのではないかという疑問である。国際法上、国内での武力行使の
みが想定されている専守防衛は原則禁止されておらず、違法性阻却事由である自衛権を援用す
る必要がないと考えられるからである。 
 
２．研究の目的 
 国際法上の自衛権を我が国の防衛原則である専守防衛の観点から見直しを行い、第 9 条の解
釈に新たな視点を導入することである。我が国を防衛する権利として自衛権が持ち出され、自衛
隊が創設され、今や集団的自衛権までも行使可能とされているが、第 9条が専守防衛を国是とし
て定めているのならば、集団的自衛権のみならず、個別自衛権も不要であるはずである。自衛権
論を超えた安全保障法政策を検討することを目的としている。憲法第 9条を、国際法の観点から
再解釈しようという試みである。 
 
３．研究の方法 
 研究分担者には、国際法研究者 1名と憲法研究者 1名を加え、憲法学の観点から従来の憲法第
9 条論を総括し、我が国における平和主義を研究するもの（奥野）、憲法における専守防衛を国
際法から検討するもの（山形）、自衛権によらない自衛隊の海外派遣の例である PKO などの国際
協力を検討するもの（桐山）に分かれて、それぞれのテーマを研究する。研究課題は以下のよう
に整理できる。 
（1）日本国憲法上、専守防衛論をどのように位置づけることができるか、そして日本国政府

の言説を分析しながら、自衛権と専守防衛とのリンクがどのように形成されてきたかを明らか
にする。（2）国際法上の武力行使禁止原則から、自衛権に依拠しない専守防衛論を模索する。自
衛権が、国際法上禁止されている武力の行使に対する違法性阻却事由であることを確認し、武力
行使禁止原則の下で、国内における武力行使が禁止されていないことを立証し、自衛権に依拠し
なくとも、国内での軍事行動が許容されていることを明らかにする。(3)専守防衛と対立する概
念である自衛隊の海外派遣は、自衛権によらない場合も存在する。国連平和維持活動への参加で
あったり、多国籍軍型の軍事行動への参加である。そうした海外派遣を日本国憲法及び国際法か
ら検討する。 
 
４．研究成果 
 国際法上の武力行使禁止原則を定める国連憲章第 2条 4項は、「武力」の行使を禁止している。
しかし、それは「国際関係において」武力を禁止しているのであった、国内での武力の使用を禁
止しているわけではない。その点を明確に示すのが、国際司法裁判所がニカラグア事件において
下した判決である。国際司法裁判所は、侵略の定義を引用しながら、「軍隊を他国に派遣する行
為」を武力行使の定義として採用した。国連憲章第 2条 4項からしてもニカラグア事件判決から
しても、国内での武力行使は禁止されていないことになる。ニカラグア事件判決は、国家対国家
の間接侵略を検討した判決であるので、その利用については不適切との意見もあるかもしれな
いが、武力行使の禁止原則における「武力」の意味を明らかにしているのは本事件しかない。そ
のため、現時点では、同判決に従い、国内での武力行使は原則として禁止されていないといわざ
るを得ない。 
 しかし、最近では、それを規制する動きがある。例えば、「保護する責任」では、国家が人権
侵害を行い、住民を保護しない場合は国際社会が領域国に代わって「保護する責任」を果たすこ
とができるとの主張がある。国際社会による「保護する責任」の行使については人道的干渉する



権利を認めることになることから批判が強い。その一方で、領域国が住民を保護する権利につい
ては、パルマス島事件においても認められていること、人権条約によって国家に一定の義務があ
ること、人権の一部（拷問やジェノサイド禁止）は強行規範と認められていることから、国家主
権は制約を受けていることは容易にわかる。したがって、国内にあっても住民の人権侵害を引き
起こすような武力行使は禁止されているが、そうでない限り、警察を中心に武力を行使すること
は可能であり、国際法上の規制はほとんど及んでいない。 
 武力行使禁止原則の例外である自衛は、国家責任条文において明確に違法性阻却事由と記さ
れている。つまり、原則として、武力を行使することは違法であり、違法な行為を合法化するの
が自衛権である。しかし、国内での武力行使が禁止されていないとすれば、自衛権を援用する必
要はない。つまり、外国軍隊が侵入したときに、自国領域内において、武力でもって抵抗するこ
とは国際法上禁止されておらず、自衛権を援用する必要はないことになる。他国に対して武力を
行使する行為が違法な行為であるが、海外での武力行使を含まない限り、自衛権は不要なのであ
る。 
 憲法 9 条を巡って、憲法は自衛権を否定しておらず、最低限の実力を持って自国を防衛するこ
とは自衛権でもって可能であるという考え方が一般的である。憲法は自衛権に触れていないこ
とは確かである。また、1986 年ニカラグア事件判決までは、国連憲章上の武力行使禁止原則の
射程範囲についてそれほど明確でなかった。また国際法においても、自衛は、戦争状態を開始す
るための正当化根拠と考えられてきた。平時と戦時に二分割し、戦時を開始する戦争意思の表明
に正当化根拠としての自衛が援用された。しかし、今日では、状態としての戦争ではなく、一つ
一つの戦闘行為が自衛でもって検討される。国際司法裁判所のオイル・プラットフォーム事件を
見ればわかるように、石油掘削施設への軍事行為が個別に吟味される。従って、自衛権は、戦争
開始の合法化のための権利から、戦闘行為の合法化のための権利になっている。そうした国際法
上の変化を、憲法第 9条に当てはめる必要がある。 
 日本国民の多くは、憲法第 9条を現在でも支持している。しかし、海外派遣については、多く
のものは懐疑的である。そうした背景から、政府は、専守防衛を国是として固持してきた。海外
派遣を行わないとの条件で自衛隊を創設した。そして自衛権はまさに自衛隊を創設するための
根拠として機能した。しかし、海外派遣を行わない以上、違法な武力行使はほとんどあり得ない。
そして、自衛権で合法化する必要もない。自衛隊が海外派遣のない専守防衛のための組織である
のなら、他国に対する武力行使を前提とする「自衛」目的の組織とすることはできない。「自衛」
はあくまでも他国に対する武力行使を行うことを意味しており、「自衛」隊は、その名前からす
れば、他国に対して武力を行うことを含意する。専守防衛を国是とし、それが憲法第 9条によっ
て保証されているならば、自衛隊は警察予備隊と理解するのが憲法そして国連憲章に適合的と
なる。警察権と防衛権は確かに区別されるべきであるが、国際法上は明確な区別はつけられてい
ない。例えば、海賊などの犯罪抑止には軍艦の使用が、国連海洋法条約第 107 条で規定されてい
る。警察と軍の関係は不明瞭なままである。国内での武力行使は、他国に対する武力行使でない
以上、国際法上の自衛は不要である。憲法第 9条は軍隊の保持を禁止している以上、自衛権は集
団的自衛権のみならず個別自衛権も行使できない。自衛権に基づかない、専守防衛を中心とした
新たな防衛政策を検討することが必要である。 
 その一方で、現実は個別的自衛権のみならず集団的自衛権の行使まで可能となった。自衛権と
いう国際法上の権利を根拠に、他国を防衛する権利の行使に踏み切ったのである。自国の領域が
武力攻撃の対象とならない場合に適用される集団的自衛権は、海外での行使が前提である。それ
は、あきらかに海外派遣を行わないのを原則とする専守防衛から逸脱することになる。憲法第 9
条に関しては「二つの法体系論」が主張され、憲法体系（国内法）と，それと矛盾する安保法体
系（国際法）の二つの対立と描かれてきた。しかし、国連憲章をはじめとする国際法体系に憲法
体系が従属する体制が構築されたことを意味する。ただし留保は必要だ。人権分野などでは人権
条約の適用は消極的であり、国際法と憲法が便宜的に選択されてきたことがわかる。安全保障関
係では国際法の優越的地位を確立させることで、「自衛」隊は海外でも武力を行使することが可
能となり、他国の軍隊と同様の軍隊となり、専守防衛は自衛隊にとって足かせとなる可能性があ
る。 
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